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食物アレルギーについての調査 

 

 平素は、本校教育活動に温かなご理解とご支援をいただきありがとうございます。 

 食物アレルギーの原因物質（アレルゲン）が多様化し学校給食における対応が複雑

化している昨今の状況を背景に、令和６年度より大阪市教育委員会では、学校給食に

おける安全性をより一層確保するために、日々の学校給食（および調理実習など喫食

を伴うその他の教育活動を含む）におけるアレルギー対応をリスクがより少なくなる

方法に変更することになりました。また、これまでと同様に継続するアレルギー対応

についてもより確実な実施を求められることになります。 

 

 上記内容にあてはまることは、具体的には、大きく次の２点です。 

１：食物アレルギーのある児童については、給食での対応必要の有無に関わらず、「食

物アレルギー調査表」「学校生活管理表（医師作成）」「食物アレルギー申請書」の３点

の書類提出をお願いすることになった。 

２：日々の給食におけるアレルギー対応においては、これまで自己除去・量の調整・

体調による調整については、あいまいさを除きリスクをより少なくするために、アレ

ルギー原因物質（アレルゲン）を含む献立はいずれの方法でも喫食できないことにな

った。 

 

 つきましては、全児童を対象に、給食での対応必要の有無に関わらず、「食物アレル

ギーの有無」を調査することが必要ですのでご協力ください。下記の方法で調査し、

「ある」とご回答の場合は、栄養教諭から個別に大阪市教育委員会からの詳細な周知

プリントおよび提出をお願いしたい書類を配布させていただきます。６年生について

は中学校と連携してアンケート調査後の対応を進めます。よろしくお願いいたしま

す。 

食物アレルギー調査の具体的な方法 

●本日、ミマモルメのアンケート付メール機能で調査メールを配信しています。 

●案内に沿いアンケートにご回答ください。 

●２月１日（木）を最終日にご回答ください。 

●複数のお子様が在籍の場合、全員についてご回答ください。 

家庭数 


